
看 多 機 す こ や か 重 要 事 項 説 明

あ な た （ 又 は あ な た の 家 族 ） が 利 用 し よ う と 考 え て い る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護
サ ー ビ ス に つ い て 、 契 約 を 締 結 す る 前 に 知 っ て お い て い た だ き た い 内 容 を 説 明 い た し ま す 。
わ か ら な い こ と 、 わ か り に く い こ と が あ れ ば 、 遠 慮 な く 質 問 を し て く だ さ い 。

１ 　 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 に つ い て

事 業 者 名

称
有 限 会 社 　 や す ら ぎ

代 表 者 氏

名
代 表 取 締 役 　 宮 城 吉 治

本 社 所 在

地

（ 連 絡 先 及 び 電

話 番 号 等 ）

沖 縄 県 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320番 地 1

電 話 　 0980-78-6116 　 　 　 FAX0980-78-6122

法 人 設 立 年 月 日 平 成 １ ２ 年 ３ 月 １ ７ 日

２ 　 利 用 者 に 対 し て の サ ー ビ ス 提 供 を 実 施 す る 事 業 所 に つ い て

(1) 事 業 所 の 所 在 地 等

事 業 所 名

称
看 多 機 　 す こ や か

介 護 保 険 指

定

事 業 所 番

号

4795500182

事 業 所 所 在

地
沖 縄 県 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320番 地 1

(2) 事 業 の 目 的 及 び 運 営 の 方 針



事 業 の 目

的

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 の 適 正 な 運 営 を 確 保 す る た め に 人 員

及 び 管 理 運 営 に 関 す る 事 項 を 定 め 従 業 者 が 、 要 介 護 状 態 に あ る 利 用 者

に 対 し 、 適 切 な 事 業 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

運 営 の 方

針

要 介 護 状 態 に な っ た 場 合 に お い て も 、 利 用 者 が そ の 有 す る 能 力 に 応

じ 、 そ の 居 宅 に お い て 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と で き る よ う 、 家 庭

的 な 環 境 と 地 域 住 民 と の 交 流 の 下 で 、 事 業 所 へ の 通 い を 中 心 と し て 、

利 用 者 の 様 態 に 応 じ て 訪 問 や 宿 泊 を 組 み 合 わ せ た サ ー ビ ス を 提 供 し ま

す 。 ま た 事 業 お 実 施 に 当 た っ て は 関 係 機 関 と 綿 密 な 連 携 を 図 り 、 総 合

的 な サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め る も の と し ま す 。

（ ３ ） 事 業 所 の 職 員 体 制

管 理 者 伊 良 皆  利 明

職 職 務 内 容 人 員 数

管 理 者

1 事 業 所 の 従 業 者 ・ 業 務 の 管 理 を 一 元 的 に 行 い ま す 。

2 法 令 等 に お い て 規 定 さ れ て い る 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 の 実 施 に 関 し 、 従 業 者 に 対 し 遵 守 す べ き 事 項 に

お い て 指 揮 命 令 を 行 い ま す 。

常 勤 　 １ 名

看 多 機 す こ や

か の 介 護 士 を

兼 務

介 護 支 援 専

門 員

1 　 利 用 者 の 多 様 な 活 動 が 確 保 さ れ る よ う 地 域 に お け る 活

動 へ の 参 加 の 機 会 が 提 供 さ れ る こ と に も 配 慮 し た 適 切

な サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る よ う 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 計 画 を 作 成 し ま す 。

2 　 作 成 し た 介 護 計 画 の 内 容 に つ い て 、 利 用 者 又 は そ の 家

族 に 説 明 し 、 利 用 者 の 同 意 を 得 ま す 。

3 　 主 治 医 と の 連 携 を 図 り 、 適 切 な 看 護 サ ー ビ ス を 提 供 す

る た め 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 を 定 期 的 に 主

治 医 に 提 出 し ま す

非 常 勤 　 １ 名

訪 問 看 護 す こ

や か の 管 理 者

を 兼 務



従 業 者

( 看 護 職

員 ・ 介 護 職

員 ）

1 　 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 に 基 づ き 、 利 用 者 の

心 身 の 状 況 に 応 じ 、 利 用 者 の 自 立 の 支 援 と 充 実 し た 日

常 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 必 要 な 介 護 、 看 護 、 支

援 を 行 い ま す 。

2 　 訪 問 日 、 提 供 し た 看 護 内 容 等 を 記 載 し た 看 護 小 規 模 多

機 能 型 居 宅 介 護 報 告 書 を 作 成 し ま す 。

3 　 作 成 し た 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 報 告 書 を 定 期 的

に 主 治 医 に 提 出 し 、 連 携 を 図 り ま す 。

看 護 職 員 等

常 勤換算

2.5 名以上

介 護 職 員 8 名

以上

(4)営 業 日 、 営 業時間及 び 実 施 地 域

営 業 日 365 日

① 通 い サ ー ビ ス 提

供時間
基 本時間　 6 時～ 22時ま で

② 宿 泊 サ ー ビ ス 提

供時間
基 本時間　 18時～ 9 時ま で

③訪 問 サ ー ビ ス 提 供

時間
24時間

通 常 の 事 業 の 実 施 地

域
伊 良 部 地 域

（５）登録定 員 及 び 利 用 定

３ 　 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 及 び費用 に つ い て

(1) 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 に つ い て

サ ー ビ ス区分と種

類
サ ー ビ ス の 内 容

登録定員 29 名

通いサービス利用定員 18 名

宿泊サービス利用定員 9 名



小 規 模 多 機 能 型 居

宅 介 護 計 画 の 作 成

1 サ ー ビ ス の 提 供開始時に 、 利 用 者 が 住 み慣れ た 地 域 で 生 活 を継続

す る こ と が で き る よ う 、 地 域 住 民 と の 交 流 や 地 域 活 動 へ の 参 加 を

図 り つ つ 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、希望及 び そ の置か れ て い る 環 境

を踏ま え て 、他の 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 と の協議の

上、 援助目標、 当該目標を達成 す る た め の具体 的 な サ ー ビ ス 内 容

を 記 載 し た 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 を 作 成 し ま す 。

2 利 用 者 に 応 じ て 作 成 し た 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 に つ い

て 、 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 対 し て 、 そ の 内 容 に つ い て 説 明 し 同 意

を 得 ま す 。

3 計 画 を 作 成 し た際に は 、 当該看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 を

利 用 者 に 交付し ま す 。

4 作 成 に 当 た っ て は 、 利 用 者 の 状 態 に 応 じ た 多 様 な サ ー ビ ス の 提 供

に 努 め 、 さ ら に 作 成後は 実 施 状 況 の把握を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 看

護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 の変更を 行 い ま す 。

相談・ 援助等
1 　 利 用 者 の 心 身 の 状 況 等 を 的 確 に把握し 、 利 用 者 ・ 家 族 の相談に

適 切 に 応 じ 、 支 援 を 行 い ま す 。

通

い

サ

ー
ビ

ス

及

び

宿

泊

サ

ー

ビ

ス

介 護 サ ー ビ

ス

1  移動 ･ 移乗介助

 　 介助が 必 要 な 利 用 者 に 対 し て 、室内 の移動 、車い す へ の移乗の

介助を 行 い ま す 。

2 　排せ つ の 介助

　  介助が 必 要 な 利 用 者 に 対 し て 、トイレ誘導、 お む つ 交換を 行 い

ま す 。

3 　見守 り 等

　  利 用 者 の安否確認等 を 行 い ま す 。

健康の

チェック

1 　血圧測定 ・ 体温測定 ・ 利 用 者 の健康状 態 の把握に 努 め ま す 。

2 　 主 治 医 と の 密接な 連 携 に よ り 、 利 用 者 の 心 身 の 機 能 の維持回復

を 図 り ま す 。

機 能訓練 1  日 常 生 活 動 作 を 通 じ た訓練

利 用 者 の 能 力 に 応 じ て 、食事 、入浴、排せ つ 、更衣などの 日 常 生

活 動 作 を 通 じ た訓練を 行 い ま す 。

2  レクリエーションを 通 じ た訓練

   利 用 者 の 能 力 に 応 じ て 、集団的 に 行 うレクリエーションや歌

唱、 体操などを 通 じ た訓練を 行 い ま す 。



入浴サ ー ビ

ス

1  入浴の 提 供 及 び 介助が 必 要 な 利 用 者 に 対 し て 、入浴（全身浴・ 部

分浴） の 介助や清拭（ 身 体 を拭く ） 、洗髪などを 行 い ま す 。

食事 サ ー ビ

ス

1 　食事 の 提 供 及 び 、食事 の 介助を 行 い ま す 。

2 　食事 は食堂で と っ て い た だ く よ う 配 慮 し ま す 。

3 身 体 状 況 ・嗜好・栄養バランス に 配 慮 し て 作 成 し た献立 表 に 基 づ

い て 提 供 し ま す 。

4 必 要 に 応 じ て 配食を 行 い ま す 。

送迎サ ー ビ

ス

1 　 事 業 者 が 保 有 す る 自 動車に よ り 、 利 用 者 の 居 宅 と 事 業 所 ま で の

間の 送迎を 行 い ま す 。

た だ し 、道路が狭い などの 事情に よ り 、 自 動車に よ る 送迎が困難

な 場 合 は 、車い す 又 は歩行 介助に よ り 送迎を 行 う こ と が あ り ま

す 。

訪

問

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

内

容

身 体 の 介 護

1  排せ つ 介助

 　排せ つ の 介助・ お む つ の 交換を 行 い ま す 。

2 　食事 介助

　  食事 の 介助を 行 い ま す 。

3 　清拭等

　入浴（全身浴・ 部分浴） の 介助や清拭（ 身 体 を拭く ） 、洗髪など

を 行 い ま す 。 ま た 、 日 常 的 な 行為と し て の 身 体整容 を 行 い ま す 。

4 　 体位変換

 　床ずれ予防の た め 、 体位変換を 行 い ま す 。

生 活 介助

1 　買い物

 　 利 用 者 の 日 常 生 活 に 必 要 な物品の買い物を 行 い ま す 。

2 　 住 居 の掃除

 　 利 用 者 の 居室の掃除や整理整頓を 行 い ま す 。

3 　洗濯

 　 利 用 者 の衣類等 の洗濯を 行 い ま す 。

そ の他 1 　 利 用 者 の安否確認等 を 行 い ま す 。



看 護 サ ー ビ

ス

1 　病状 ・障害の観察

2 　清拭・洗髪等 に よ る清潔の 保持

3 　食事 お よ び排泄等 日 常 生 活 の世話

4 　床ずれ の予防・処置

5 　リハビリテーション

6 　ターミナルケア

7 　認知症患者 の 看 護

8 　療養生 活 や 介 護 方 法 の 指導

9 　カテーテル等 の 管 理

10　 そ の他医師の 指示に よ る 医療処置

(2) 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 の禁止行為

看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 は サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て 、次の 行為は 行 い ま せ

ん。

① 医療行為（ た だ し 、 看 護 職 員 、 機 能訓練指導員 が 行 う診療の補助行為を除く 。 ）

② 利 用 者 又 は 家 族 の金銭、預貯金通帳、証書 、 書類などの預か り

③ 利 用 者 又 は 家 族 か ら の金銭、物品、飲食の授受

④ 利 用 者 の 同 居 家 族 に 対 す る 訪 問 サ ー ビ ス の 提 供

⑤ 利 用 者 の 日 常 生 活 の範囲を超え た 訪 問 サ ー ビ ス 提 供 （大掃除、 庭掃除など）

⑥ 利 用 者 の 居 宅 で の飲酒、喫煙、飲食

⑦ 身 体拘束そ の他利 用 者 の 行 動 を 制 限 す る 行為（ 利 用 者 又 は第三者 等 の 生 命 や 身 体 を 保

護 す る た め緊急や む を 得 な い 場 合 を除く ）

⑧ そ の他利 用 者 又 は 家 族 等 に 対 し て 行 な う宗教活 動 、政治 活 動 、 営 利 活 動 、 そ の他迷惑

行為

(3) 介 護 保 険給付サ ー ビ ス 利 用料金（別紙参照）

① 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護費

② 同 一建物居 宅 介 護費・

③ 短期 利 用 居 宅 介 護費

（４） 加算・減算料金（別紙参照）



（５） そ の他費用 に つ い て （別紙参照）

４　 利 用料、 利 用 者負担額（ 介 護 保 険 を 適 用 す る 場 合 ） そ の他の費用 の請求及 び 支払い 方 法

に つ い て

① 利 用料、 利 用 者

負担額（ 介 護 保

険 を 適 用 す る 場

合 ） 、 そ の他の

費用 の請求方 法

等

ア 利 用料利 用 者負担額（ 介 護 保 険 を 適 用 す る 場 合 ） 及 び そ

の他の費用 の額は サ ー ビ ス 提 供ごと に 計算し 、 利 用 月ごと の 合

計金額に よ り請求い た し ま す 。

イ 上記 に 係 る請求書 は 、 利 用 明細を添え て 利 用 月 の翌月 10

日 ま で に 利 用 者 あ て に お届け （郵送 ） し ま す 。

② 利 用料、 利 用 者

負担額（ 介 護 保

険 を 適 用 す る 場

合 ） 、 そ の他の

費用 の 支払い 方

法 等

ア サ ー ビ ス 提 供 の都度お渡し す る サ ー ビ ス 提 供 記録の 利 用

者控え と 内 容 を照合 の う え 、請求月 の 20日 ま で に 、 下 記 の いず

れ か の 方 法 に よ り お 支払い 下 さ い 。

( ア ) 事 業 者 指 定口座へ の振り込み

( イ ) 利 用 者 指 定口座か ら の 自 動振替

( ウ ) 現金支払い

イ 支払い の 確認を し ま し た ら 、 支払い 方 法 の如何に よ ら

ず、領収書 を お渡し し ま す の で 、 必ず保 管 さ れ ま す よ う お願い

し ま す 。 （ 医療費控除の還付請求の際に 必 要 と な る こ と が あ り

ま す 。 ）

※利 用料、 利 用 者負担額（ 介 護 保 険 を 適 用 す る 場 合 ） 及 び そ の他の費用 の 支払い に つ い て 、

正 当 な 理由が な い に も か か わ らず、 支払い 期 日 か ら ２ 月以上遅延し 、 さ ら に 支払い の督

促か ら 14日以内 に 支払い が無い 場 合 に は 、 サ ー ビ ス 提 供 の 契 約 を解除し た上で 、未払い

分を お 支払い い た だ く こ と が あ り ま す 。

５　 サ ー ビ ス の 提 供 に あ た っ て

（ 1 ） サ ー ビ

ス の 提 供 に 先 立 っ て 、 介 護 保 険被保 険 者証に 記 載 さ れ た 内 容 （被保 険 者資格、 要 介 護



認定 の 有無及 び 要 介 護認定 の 有効期間） を 確認さ せ て い た だ き ま す 。被保 険 者 の 住 所

などに変更が あ っ た 場 合 は速や か に 当 事 業 者 に お 知 ら せ く だ さ い 。

（ 2 ） 利 用 者

が 要 介 護認定 を受け て い な い 場 合 は 、 利 用 者 の 意思を踏ま え て速や か に 当該申請が 行

わ れ る よ う 必 要 な 援助を 行 い ま す 。 ま た 、 必 要 と認め ら れ る と き は 、 要 介 護認定 の更

新の申請が 、遅く と も 利 用 者 が受け て い る 要 介 護認定 の 有効期間が終了す る 30日 前 に

は な さ れ る よ う 、 必 要 な 援助を 行 い ま す 。

（ 3 ） サ ー ビ

ス 提 供 は「看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 ｣ に 基 づ い て 行 い ま す 。 な お 、「看 護 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画」は 、 利 用 者 等 の 心 身 の 状 況 や 意向などの変化に よ り 、 必

要 に 応 じ て変更し ま す 。

（ 4 ） 看 護 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 対 す る サ ー ビ ス 提 供 に 関 す る具体 的 な 指示や 命 令 は 、 す べ て

当 事 業 者 が 行 い ま す が 、 実際の 提 供 に あ た っ て は 、 利 用 者 の 心 身 の 状 況 や 意向に 充分

な 配 慮 を 行 い ま す 。

６　衛生 管 理 等

(1)利 用 者 の使用 す る 施 設 、食器そ の他の 設備又 は引用 に 供 す る水に つ い て 、衛生 的 な 管 理 に

努 め る と と も に 、衛生上必 要 な措置を講じ ま す 。

(2)食中毒及 び感染書 の発生 を防止す る た め の措置等 に つ い て 、 必 要 に 応 じ て 保健所 の助言、

指導を求め る と と も に 、 常 に 密接な 連 携 に 努 め ま す 。

(3) 事 業 所 に お い て感染症が発生 し 、 又 は まん延し な い よ う に 、次に掲げる措置を講じ ま す 。

①事 業 所 に お け る感染症の予防及 び まん延の防止の た め の 対策を検討す る委員 会 を お お む

ね６月 に １回以上開催す る と と も に 、 そ の 結果に つ い て 、 従 業 者 に周知徹底し て い ま す 。

③ 事 業 所 に お け る感染症の予防及 び まん延防止の た め の 指 針 を整備し て い ま す 。

④ 従 業 者 に 対 し 、感染症の予防及 び まん延防止の た め の研修及 び訓練を 定 期 的 に 実 施 し ま

す 。

７ 　緊急時の 対 応 方 法 に つ い て

指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 中 に 、 利 用 者 に病状 の急変が 生 じ た 場 合 そ の他
必 要 な 場 合 は 、速や か に 主 治 の 医師へ の 連 絡 を 行 う 等 の 必 要 な措置を講じ る と と も に 、
利 用 者 が 指 定 す る 連 絡 先 に も 連 絡 し ま す 。 ま た 、 主 治 医 へ の 連 絡 が困難な 場 合 は 、救急
搬送 等 の 必 要 な措置を講じ ま す 。



８　 事故発生時の 対 応 方 法 に つ い て

（ １ ） 利 用 者 に 対 す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に よ り 事故が発生 し た 場 合

は 、 市町村、 利 用 者 の 家 族 に 連 絡 を 行 う と と も に 、 必 要 な措置を講じ ま す 。

（ ２ ） 事故の 状 況 及 び 事故に際し て と っ た処置・経過を 記録し 、原因の分析、再発防止の た

め の 取 り 組 み を 行 い ま す 。

（ ３ ） ま た 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 又 は 送迎に よ り賠償す

べ き 事故が発生 し た 場 合 は 、損害賠償を速や か に 行 い ま す 。

宮 古 島 市 役 所高齢者 支 援課

所  在  地 　 宮 古 島 市 字西里 1140番 地

電 話 番 号 　 0980-73-1964

ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号  0980-73-1965

受付時間　 8 ： 30～ 17： 15

看 多 機 す こ や か

事 業 所 名 　 看 多 機 す こ や か

所 在 地 　 　 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320番 地 1

電 話 番 号 　 0980-74-5888

管 理 者 　 　 伊 良 皆 利 明

な お 、 事 業 者 は 、 下 記 の損害賠償保 険 及 び 自 動車保 険 （ 自賠責保 険 ・任意 保 険 ） に 加入し

て い ま す 。

損害賠償

責任保 険

保 険 会 社
名

あ い お いニッセイ同和損害保 険株式会 社

保 険
名

賠償責任保 険

補償の概
要

業 務遂行 に起因す る 施 設 内 で の他人 の 身 体 の障害・財物
の損壊保障

自 動車保
険

保 険 会 社
名

JA共済

保 険
名

自 動車共済

補償の概
要

自 動車事故等 に よ る損害を 保障し 、 そ の他損害賠償責任
の 保障



９　 非 常災害対策

① 事 業 所 に災害対策に 関 す る担当 者 （防火管 理 者 ） を置き 、 非 常災害対策に 関 す る 取 り

組 み を 行 い ま す 。

災害対策に 関 す る担当 者 （防火管 理 者 ）

職 　：介 護統括課長

氏 名：伊 良 皆 利 明 　

② 非 常災害に 関 す る具体 的 計 画 を 立 て 、 非 常災害時の 関 係 機 関 へ の 通 報 及 び 連 携 体 制 を

整備し 、 そ れ ら を 定 期 的 に 従 業 員 に周知 し ま す 。

③ 定 期 的 に避難、救出 そ の他必 要 な訓練を 行 い ま す 。

避難訓練実 施時期：（毎年 ２回　 6 月 ・ 11月 ）

10　 サ ー ビ ス 提 供 に 関 す る相談、苦情に つ い て

(1) 苦情処理 の 体 制 及 び手順

ア 提 供 し た 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 係 る 利 用 者 及 び そ の 家 族 か ら の相談及

び苦情を受け付け る た め の窓口を 設置し ま す 。 （ 下 表 に 記 す【事 業 者 の窓口】の と

お り ）

イ 相談及 び苦情に円滑か つ 適 切 に 対 応 す る た め の 体 制 及 び手順は以下 の と お り と し ま

す 。

(2) 円滑か つ迅速に苦情処理 を 行 う た め の処理 体 制 ・手順

① 　苦情が あ っ た 場 合 は 、直ちに相談担当 者 が 本 人 ま た は 家 族 に 連 絡 を 取 り 、詳し

い 事情を聞く と と も に担当 の 職 員 か ら も 事情を 確認す る 。

② 　苦情内 容 に つ い て は 管 理 者 に 報 告 す る と と も に 、相談担当 者 が 必 要 と判

断し た

　 　 場 合 は 、 事 業 所 の 職 員全員 で検討会議を 行 う 。

③ 　検討の 結果等 を踏ま え て 、 必ず翌日 ま で に具体 的 な 対 応 を す る （ 利 用 者 に謝罪

に 行 く 、改善の 取 り 組 み の 報 告 等 ） 。

④　 記録を台帳（パソコンのデータベー ス ） に 保 管 し 、再発防止と今後の改善に 役 立

て る 。

(3) そ の他参 考 事 項

・普段か ら苦情が 出 な い よ う 、 利 用 者 の 立 場 に 立 っ た サ ー ビ ス 提 供 を 心掛け る 。

① 　毎日 の朝礼で 重 要伝達事 項 の 確認を 行 う 。

② 　 従 業 者 の資質 の向上の た め の研修機 会 を 確 保 す る 。



③ 　新規 従 業 者 に お い て は 、 ２ 日間の研修期間を 設 け 、十分な 知識・

技能 を 身 に付け た う え で 利 用 者 に 対 応 す る 。

④ 　全従 業 者 を 対象に 、 職 場研修を 年 １～２回行 う 。

申立 の窓口

看 多 機 す こ や か

所  在  地 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320番 地

1

電 話 番 号 　 0980-74-5888

ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号 　 0980-74-5880

受付時間　 8 ： 00～ 17： 00

宮 古 島 市 役 所高齢者 支 援課

所  在  地 　 宮 古 島 市 平 良 字西里 1140番 地

電 話 番 号 　 0980-73-1964

ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号  0980-73-1965

受付時間　 8 ： 30～ 17： 15

沖 縄 県国民健康保 険団体 連 合 会

介 護苦情相談

( 所  在  地 ) 沖 縄 県那覇市西 3 丁目 14番

18号

( 電 話 番 号 )098-860-9026

( ﾌ ｧ ｯ ｸ ｽ 番 号 )098-860-9026

( 受付時間 ) 　 8 ： 30～ 17： 15

11　 サ ー ビ ス の第三者評価の 実 施 状 況 に つ い て

　 　 サ ー ビ ス の第三者評価は 行 っ て い ま せん。

　 　 年 1 回（ 3 月 ） 、 運 営推進会議に お い て外部評価を受け て い ま す 。

　 　評価結果の開示は 、玄関 の公開用ファイルに閉じ て 、 だ れ で も 自由に閲覧で き る よ う に

し て い

　 　 ま す 。

　

12　情報公開に つ い て

　 　 事 業 所 に お い て 実 施 す る 事 業 の 内 容 に つ い て は 、集い の 場 す こ や かホームページ

に お い て公開し ま す 。 　 　

13　秘密 の 保持と個人情報 の 保 護 に つ い て

① 利 用 者 及 び そ の 家 族 に 関 す る

秘密 の 保持に つ い て

① 事 業 者 は 、 利 用 者 又 は そ の 家 族 の個人情報 に つ い

て「個人情報 の 保 護 に 関 す る 法律」及 び厚生労働



省が策定 し た「医療・ 介 護 関 係 事 業 者 に お け る個

人情報 の 適 切 な 取扱い の た め のガイダンス」を 遵

守 し 、 適 切 な 取 り扱い に 努 め る も の と し ま す 。

② 事 業 者 及 び 事 業 者 の使用 す る 者 （以下「従 業 者」

と い う 。 ） は 、 サ ー ビ ス 提 供 を す る上で 知 り 得 た

利 用 者 又 は そ の 家 族 の秘密 を 正 当 な 理由な く 、第

三者 に漏ら し ま せん。

③ ま た 、 こ の秘密 を 保持す る義務 は 、 サ ー ビ ス 提 供

契 約 が終了し た後に お い て も継続し ま す 。

④ 事 業 者 は 、 従 業 者 に 、 業 務上知 り 得 た 利 用 者 又 は

そ の 家 族 の秘密 を 保持さ せ る た め 、 従 業 者 で あ る

期間及 び 従 業 者 で な く な っ た後に お い て も 、 そ の

秘密 を 保持す る べ き旨を 、 従 業 者 と の雇用 契 約 の

内 容 と し ま す 。

② 個人情報 の 保 護 に つ い て ① 事 業 者 は 、 利 用 者 か ら予め文書 で 同 意 を 得 な い 限

り 、 サ ー ビ ス担当 者 会議等 に お い て 、 利 用 者 の個

人情報 を 用 い ま せん。 ま た 、 利 用 者 の 家 族 の個人

情報 に つ い て も 、予め文書 で 同 意 を 得 な い 限 り 、

サ ー ビ ス担当 者 会議等 で 利 用 者 の 家 族 の個人情報

を 用 い ま せん。

② 事 業 者 は 、 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 関 す る個人情報

が含ま れ る 記録物（紙に よ る も の の他、 電磁的 記

録を含む 。 ） に つ い て は 、善良 な 管 理 者 の注意 を

も っ て 管 理 し 、 ま た処分の際に も第三者 へ の漏洩

を防止す る も の と し ま す 。

③ 事 業 者 が 管 理 す る情報 に つ い て は 、 利 用 者 の求め

に 応 じ て そ の 内 容 を開示す る こ と と し 、開示の 結

果、情報 の訂正 、追加 ま た は削除を求め ら れ た 場

合 は 、遅滞な く調査を 行 い 、 利 用 目 的 の達成 に 必

要 な範囲内 で訂正 等 を 行 う も の と し ま す 。 ( 開示

に際し て複写料などが 必 要 な 場 合 は 利 用 者 の負担



と な り ま す 。 )

14　虐待の防止に つ い て

事 業 者 は 、 利 用 者 等 の 人権の擁護 ・虐待の発生 又 は そ の再発を防止す る た め に 、次に掲

げる と お り 必 要 な措置を講じ ま す 。

（ 1 ） 虐待防

止に 関 す る担当 者 を選定 し て い ま す 。

虐待防止に 関 す る担当 者 管 理 者 　 伊 良 皆 利 明

（ 2 ） 虐待防

止の た め の 対策を検討す る委員 会 を 定 期 的 に開催し 、 そ の 結果に つ い て 従 業 者 に

周知徹底を 図 っ て い ま す 。

（ 3 ） 虐待防

止の た め の 指 針 の整備を し て い ま す 。

（ 4 ） 従 業 者

に 対 し て 、虐待を防止す る た め の 定 期 的 な研修を 実 施 し て い ま す 。

（ 5 ） サ ー ビ

ス 提 供 中 に 、 当該事 業 所 従 業 者 又 は養護 者 （現に養護 し て い る 家 族 ・親族 ・ 同 居

人 等 ） に よ る虐待を受け た と思わ れ る 利 用 者 を発見し た 場 合 は 、速や か に 、 こ れ

を 市町村に 通 報 し ま す 。

 15　 身 体拘束に つ い て

事 業 者 は 、原則と し て 利 用 者 に 対 し て 身 体拘束を 行 い ま せん。 た だ し 、 自傷他害等 の お

そ れ が あ る 場 合 など、 利 用 者 本 人 ま た は他人 の 生 命 ・ 身 体 に 対 し て危険 が 及ぶこ と が 考

え ら れ る と き は 、 利 用 者 や そ の 家 族 に 対 し て 、 身 体拘束の 内 容 、 目 的 、 理由、拘束の時

間等 を 説 明 し 同 意 を 得 た上で 、次に掲げる こ と に留意 し て 、 必 要最小 限 の範囲内 で 行 う

こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 、 身 体拘束の 内 容 、 目 的 、拘束時間、経過観察や検討内 容

を 記録し 、５年間保存し ま す 。

ま た 事 業 者 と し て 、 身 体拘束を な く し て い く た め の 取 り 組 み を積極的 に 行 い ま す 。

（ 1 ） 緊急

性 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 直ちに 身 体拘束を 行 わ な け れ ば 、 利 用 者 本 人 ま た は他人 の 生 命 ・ 身 体

に危険 が 及ぶこ と が 考 え ら れ る 場 合 に 限 り ま す 。



（ 2 ） 非 代替

性 ･ ･ ･ ･ 身 体拘束以外に 、 利 用 者 本 人 ま た は他人 の 生 命 ・ 身 体 に 対 し て危険 が 及ぶ

こ と を防止す る こ と が で き な い 場 合 に 限 り ま す 。

（ 3 ） 一時

性 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 利 用 者 本 人 ま た は他人 の 生 命 ・ 身 体 に 対 し て危険 が 及ぶこ と が な く

な っ た 場 合 は 、直ちに 身 体拘束を解き ま す 。

16　 業 務継続計 画 の策定 等 に つ い て

(1) 感染症や 非 常災害の発生時に お い て 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 の 提 供 を継続的 に 実 施 す る た め の 、 及 び 非 常時の 体 制 で早期 の 業 務再開を 図 る た め

の 計 画 （ 業 務継続計 画 ） を策定 し 、 当該業 務継続計 画 に 従 っ て 必 要 な措置を講じ ま す 。

(2) 従 業 者 に 対 し 、 業 務継続計 画 に つ い て周知 す る と と も に 、 必 要 な研修及 び訓練を 定 期

的 に 実 施 し ま す 。

(3) 定 期 的 に 業 務継続計 画 の見直し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 業 務継続計 画 の変更を 行 い ま す 。

17　 地 域 と の 連 携 に つ い て

① 運 営 に 当 た っ て は 、 地 域 住 民 の 自発的 な 活 動 等 と の 連 携 及 び協力 を 行 う 等 地 域 と の 交

流 に 努 め ま す 。 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 、 利 用

者 の 家 族 、 地 域 　 住 民 の 代 表 者 、 本 事 業 所 が 所 在 す る圏域 の 地 域包括支 援センター の

職 員 、 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に つ い て 知見を 有 す る 者 等 に よ り構成 さ れ る協議

会 （以下 、 こ の 項 に お い て「運 営推進会議」と言い ま す 。 ） を 設置し 、 お お むね２ 月

に １回以上運 営推進会議を開催し ま す 。

② 運 営推進会議に 対 し 、 通 い サ ー ビ ス 及 び 宿 泊 サ ー ビ ス の 提 供回数 等 の 活 動 状 況 を 報 告

し 、 運 営推進会議に よ る評価を受け る と と も に 、 運 営推進会議か ら 必 要 な 要望、助言

等 を聴く 機 会 を 設 け ま す 。 ま た 、 報 告 ・評価・ 要望・助言等 に つ い て の 記録を 作 成 し 、

公表 し ま す 。

18　 サ ー ビ ス 提 供 の 記録

① 指 定 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 実 施ごと に 、 サ ー ビ ス 提 供 の 記録を 行 う こ と と し 、

そ の 記録は サ ー ビ ス 提 供 の 日 か ら５年間保存し ま す 。

② 利 用 者 は 、 事 業 者 に 対 し て 保存さ れ る サ ー ビ ス 提 供 記録の閲覧及 び複写物の 交付を請

求す る こ と が で き ま す 。

19　 重 要 事 項 説 明 の 年 月 日



こ の 重 要 事 項 説 明 書 の 説 明 年 月 日 年 　 　 　 月 　 　 　 日

上記 内 容 に つ い て 、「地 域 密着型 サ ー ビ ス に 係 る各市町村条例」の 規 定 に 基 づ き 、 利 用 者

に 説 明 を 行 い ま し た 。

事

業

者

所 在 地 沖 縄 県 宮 古 島 市 伊 良 部 字 長 浜 1320番 地 1

法 人 名 有 限 会 社 　 や す ら ぎ

代 表 者

名
宮 城 吉 治

事 業 所

名

看 多 機 す こ や か

説 明 者 氏

名
宮 城 　和子

　 事 業 者 か ら上記 内 容 の 説 明 を受け 、 内 容 に つ い て 同 意 し 、 重 要 事 項 説 明 書 の 交付を受け ま

し た 。

氏 　 名

署名 代 行

者

住 　 所

氏 　 名

続　柄

理 　由

別紙

①看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護費



サ ー ビ ス 提 供時間

事 業 所区分・

要 介 護度

基 本単

位
利 用料

利 用 者負担額

 1 割

負担
2 割負担 3 割負担

同

一

建

物

以

外

要 介 護 １ 12,438

12

4 ， 380

円

12,438

円

24， 876

円

37， 314

円

要 介 護 ２ 17,403

17

4 ， 030

円

17， 403

円

34， 806

円

52， 209

円

要 介 護 ３ 24,464

24

4 ， 640

円

24， 464

円

48， 928

円

73， 392

円

要 介 護４ 27,747

27

7 ， 470

円

27， 747

円

55， 494

円

83， 241

円

要 介 護５ 31,386

31

3 ， 860

円

31， 386

円

62， 772

円

94， 158

円

③ 同 一建物居 宅 介 護費

サ ー ビ ス 提 供時間

事 業 所区分・ 要 介

護度

基 本単

位
利 用料

利 用 者負担額

 1 割

負担
2 割負担 3 割負担

要 介 護 １ 11,206

11

2 ， 060

円

11， 206

円

22， 412

円

33， 618

円

要 介 護 ２ 15,680

15

6 ， 800

円

15， 680

円

31， 360

円

47， 040

円

要 介 護 ３ 22,042 22

0 ， 420

22， 042

円

44， 804

円

66， 126

円



同

一

建

物

円

要 介 護４ 25,000

25

0 ， 000

円

25,000

円

50， 000

円

75， 000

円

要 介 護５ 28,278

28

2 ， 780

円

28， 278

円

56， 556

円

84， 834

円

③ 短期 利 用 居 宅 介 護費

サ ー ビ ス 提 供時間

事 業 所 区 分 ・ 要 介

護度

基 本単位 利 用料

利 用 者負担額

 1 割負

担
2 割負担 3 割負担

短

期

利

用

要 介 護 １ 570
5 ， 700

円
578 円 1,148 円 1,710 円

要 介 護 ２ 637
6,370

円
637 円

1 ， 274

円
19， 11円

要 介 護 ３ 705
7,050

円
705 円 1,410 円

2 ， 115

円

要 介 護４ 772
7,720

円
772 円

1 ， 544

円

2 ， 316

円

要 介 護５ 838
8,380

円
838 円

1 ， 676

円
2,514 円

( ア ) 月途中 か ら登録し た 場 合 、 又 は 月途中 か ら登録を終了し た 場 合 に は 、登録

し た 期間に 応 じ て 日割り し た料金を お 支払い い た だ き ま す 。

( イ ) 登録日 と は 利 用 者 と 事 業 者 が 契 約 を 締 結 し た 日 で は な く 、 サ ー ビ ス を 実際

に 利 用開始し た 日 を言い ま す 。



( ウ ) 登録終了日 と は 利 用 者 と 事 業 者 の 利 用 契 約 を終了し た 日 を言い ま す 。

( エ ) 登録者 が短期入所 生 活 介 護 、短期入所療養介 護 、特定 施 設入居 者 生 活 介 護

又 は認知症対 応 型共同 生 活 介 護 、 地 域 密着型特定 施 設入居 者 生 活 介 護 、 地 域 密着

型 介 護老人福祉施 設入所 者 生 活 介 護 を受け て い る間は 、 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護費及 び短期 利 用 居 宅 介 護費は算定 し ま せん。

( オ ) 訪 問 看 護減算

利 用 者 の 総 数 の うち、緊急時訪 問 看 護 加算を算定 し た 利 用 者 等 の割合 が 、厚生労

働省が 定 め る割合 を満た し て い な い 場 合 は 、 １ 月 に つ き 、 要 介 護 １～３ の 場 合 は

925 単位（ 利 用料： 9,250 円、 1 割負担： 925 円、 2 割負担： 1,850 円、 3 割負

担： 2,775 円 ) 、 要 介 護４の 場 合 は 1,850 単位（ 利 用料： 18， 500 円、 1 割負

担： 1,850 円、 2 割負担： 3,700 円、 3 割負担： 5,550 円 ) 、 要 介 護５の 場 合 は

2,914 単位（ 利 用料： 29， 140 円、 1 割負担： 2 ， 914 円、 2 割負担： 5 ， 828

円、 3 割負担：

8 ， 742 円 ) を減算し ま す 。

( カ ) 主 治 の 医師か ら 、末期 の悪性腫瘍そ の他別に厚生労働大臣が 定 め る疾病

（★ ） に よ り 訪 問 看 護 を 行 う 必 要 が あ る旨の 指示を受け た 場 合 は 、 １ 月 に つ き 、

要 介 護 １～３ の 場 合 は 925 単位（ 利 用料 9 ， 250 円） （ 利 用 者負担額： 1 割負担

925 円、 2 割負担 1 ， 850 円、 3 割負担 2 ， 775 円 ) 、 要 介 護４の 場 合 は

1 ， 850 単位　 18， 500 円 ( 利 用 者負担額 :1 割負担 1 ， 850 円、 2 割負担

3 ， 700 円、 3 割負担 5 ， 550 円 ) 、 要 介 護５の 場 合 は 2 ， 914 単位 29， 140 円

( 利 用 者負担額 :1 割負担 2 ， 914 円、 2 割負担 5 ， 828 円、 3 割負担 8 ， 742

円 ) を減算し ま す 。

（★ ） そ の他別に厚生労働大臣が 定 め る疾病

　 　 　 多発性硬化症、 重症筋無力症、 スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハン

チントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関 連疾患（進行性核上性麻

痺、大脳皮質 基底核変性症及 びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの 重症度分類が ス

テージ３以上で あ っ て 生 活 機 能障害度が Ⅱ 度又 はⅢ 度の も の に 限 る 。 ） を い う 。 ） 、

多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及 びシャイ・ドレーガー症

候群を い う 。 ） 、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジス



トロフィー 、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後

天性免疫不全症候群、頚髄損傷及 び 人工呼吸器を使用 し て い る 状 態 。

( キ ) 主 治 の 医師が 、急性増悪等 に よ り 一時的 に頻回の 訪 問 看 護 を 行 う 必 要 が あ

る旨の特別の 指示を 行 っ た 場 合 は 、 当該指示の 日 数 に 、 要 介 護 １～３ の 場 合 は １

日 に つ き 30単位（ 利 用料： 300 円、 1 割負担： 30円、 2 割負担： 60円、 3 割負

担： 90円 ) 、 要 介 護４の 場 合 は 60単位（ 利 用料： 600 、 1 割負担： 60円、 2 割負

担： 120 円、 3 割負担： 180 円 ) 、 要 介 護５の 場 合 は 95単位（ 利 用料 950 円、 1

割負担： 95円、 2 割負担： 190 円、 3 割負担： 285 円 ) 減算し ま す 。

④ 加算料

以下 の 要件を満た す 場 合 、上記 の 基 本 部分に以下 の料金が 加算さ れ ま す 。

加算
基 本単

位

利 用

料

利 用 者負担額

算定回数 等１割

負担

２割

負担

3 割

負担

初期 加算 30
300

円
30円 60円 90円 １ 日 に つ き

認知症加算（Ⅲ ） 760

7

， 60

0 円

760

円

1

， 520

円

2

， 280

円

１ 月 に つ き

認知症加算（Ⅳ） 460

4

， 60

0 円

460

円

920

円

1

， 380

円

１ 月 に つ き

口腔機 能向上加算 ( )Ⅰ 150

1

， 50

0 円

150

円

300

円

450

円

１回に つ き 、 月 2 回

が 限度

退院時共同 指導加

算
600

6,00

0 円

600

円

1,200

円

1,800

円
1 回に つ き

緊急時対 応 体 制 加

算
774

7,74

0 円

774

円

1,548

円

2.322

円
１ 月 に つ き

特別管 理 加算 ( )Ⅰ 500 5,00 500 1,000 1,500 １ 月 に つ き



0 円 円 円 円

特別管 理 加算 ( )Ⅱ 250
2,50

0 円

250

円

500

円

750

円
１ 月 に つ き

ターミナルケア加

算

2

， 500

2

5 ，

000

円

2

， 500

円

5

， 000

円

7

， 500

円

死亡日 及 び死亡日 前

14日以内 に 2 日以上

ターミナルケアを

行 っ た 場 合 （死亡月

に 1 回）

看 護 体 制強化加算

（ Ⅰ ）
3,000

30,0

00円

3,000

円

6,000

円

9,000

円
1 月 に つ き

総 合マネジメント

体 制強化加算

1

， 200

1

2 ，

000

円

1

， 200

円

2

， 400

円

3

， 600

円

１ 月 に つ き

サ ー ビ ス 提 供 体 制

強化加算（Ⅲ ）
350

3,50

0 円

350

円

700

円

1,050

円

１ 月 に つ き

介 護 職 員 処遇 改善

加算（ Ⅱ ）

所 定 単

位数 の

146/100

0

先 の

１割

先 の 2

割

　

先

の 3

割

１ 月 に つ き

( 看 護 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 費 を 算 定

の 場 合 )

基 本 サ ー ビ ス 費 に 各

種 加 算 減 算 を 加 え た

総 単 位 数

（ 所 定 単 位 数 ）

１ 日 に つ き

( 短 期 利 用 居 宅 介 護

費 を 算 定 の 場 合 )

基 本 サ ー ビ ス 費 に 各

種 加 算 減 算 を 加 え た

総 単 位 数



（ 所 定 単 位 数 ）

特別地 域 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介

護 加算

15％

左記

の単

位数

× 地

域区

分

左記

の １

割

左記

の ２

割

左記

の ３

割

基 本 サ ー ビ ス費に各

種加算、減算を 加 え

た 総単位数 （ 所 定単

位数 ）

※ 初期 加算は 、 当 事 業 所 に登録し た 日 か ら 30日以内 の 期間に つ い て算定 し ま す 。

※ 認知症行 動 ・ 心 理症状緊急対 応 加算は 、 医師が 、認知症の 行 動 ・ 心 理症状 が認め ら れ

る た め 在 宅 で の 生 活 が困難で あ り 、緊急に 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 利 用 す る こ

と が 適 当 で あ る と判断さ れ た 利 用 者 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 場 合 、 ７ 日間を 限度と し て

算定 し ま す 。

※ 認知症加算 ( )Ⅲ は 、 日 常 生 活 に 支障を来す お そ れ の あ る症状 又 は 行 動 が認め ら れ る こ

と か ら 介 護 を 必 要 と す る 利 用 者 に 対 し て 、認知症加算 ( )Ⅳ は 、周囲の 者 に よ る 日 常 生

活 に 対 す る注意 を 必 要 と す る 要 介 護 ２ の 利 用 者 に 対 し て 、 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 を 行 っ た 場 合 に そ れぞれ算定 し ま す 。

※ 口腔機 能向上加算は口腔機 能 が低下 し て い る 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、口

腔機 能 の向上を 目 的 と し て口腔清掃指導や摂食嚥下訓練の 実 施 等 を個別的 に 実 施 し た 場

合 に 、算定 し ま す 。

※ 退院時共同 指導加算は 、入院中 又 は入所 中 の 者 が退院又 は退所 す る に あ た り 、 当 事 業 所

の 看 護師、 理学療法 士 等 が退院時共同 指導を 行 っ た後、退院後に初回訪 問 看 護 サ ー ビ ス

を 行 っ た 場 合 に算定 し ま す 。

※ 緊急時対 応 体 制 加算は 、 当 事 業 所 が 利 用 者 の 同 意 を 得 て 、 利 用 者 又 は 家 族 と 24時間連

絡 で き 、 計 画 的 に 訪 問 す る こ と と な っ て い な い緊急時の 訪 問 、 計 画 的 に 宿 泊 す る こ と

に な っ て い な い 宿 泊 を 必 要 に 応 じ て 行 う 体 制 に あ る 場 合 、算定 し ま す 。

※ 特別管 理 加算は 、 訪 問 看 護 サ ー ビ ス の 実 施 に 関 す る 計 画 的 な 管 理 を 行 っ た 場 合 に算定

し ま す 。

特別管 理 加算（ Ⅰ ） を算定 す る 場 合 の 利 用 者 に つ い て

医科診療報酬点数 表 に掲げる 在 宅悪性腫瘍等患者 指導管 理若し く は 在 宅気管 切開患

者 指導管 理 を受け て い る 状 態 又 は気管カニューレ若し く は留置カテーテルを使用 し て

い る 状 態 の 方 。

特別管 理 加算（ Ⅱ ） を算定 す る 場 合 の 利 用 者 に つ い て 　



　 　 ・ 医科診療報酬点数 表 に掲げる 在 宅 自己腹膜灌流 指導管 理 、 在 宅血液透析指導管 理 、

在 宅酸素療法 指導管 理 、 在 宅 中 心静脈栄養法 指導管 理 、 在 宅 成分栄養経管栄養法 指

導管 理 、 在 宅 自己導尿指導管 理 、 在 宅持続陽圧呼吸療法 指導管 理 、 在 宅 自己疼痛管

理 指導管 理 又 は 在 宅肺高血圧症患者 指導管 理 を受け て い る 状 態 の 方

　 　 ・ 人工肛門 又 は 人工膀胱を 設置し て い る 状 態 の 方

　 　 ・真皮を超え る褥瘡の 状 態 の 方

　 　 ・点滴注射を週３ 日以上行 う 必 要 が あ る と認め ら れ る 状 態 の 方

( ア ) ターミナルケア加算は 、 在 宅 で死亡さ れ た 利 用 者 に つ い て 、 利 用 者 又 は そ

の 家 族 等 の 同 意 を 得 て 、 そ の死亡日 及 び死亡日 前 １４日以内 に ２ 日 （末期 の悪性

腫瘍そ の他別に厚生労働大臣が 定 め る 状 態 に あ る も の は 1 日 ）以上ターミナルケ

アを 行 っ た 場 合 （ターミナルケアを 行 っ た後、 24時間以内 にご自 宅以外で死亡さ

れ た 場 合 を含む 。 ） に算定 し ま す 。

そ の他別に厚生労働大臣が 定 め る 状 態 に あ る も の と は次の と お り で す 。

イ　 多発性硬化症、 重症筋無力症、 スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、

ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関 連疾患 ( 進行性核

上性麻痺、大脳皮質 基底核変性症及 びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの 重症度

分類が ステージ 3 以上で あ っ て 生 活 機 能障害度が Ⅱ 度又 はⅢ 度の も の に 限 る ) 、 多

系統萎縮症 ( 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及 びシャイ・ドレーガー症

候群 ) 、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロ

フィー 、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天

性免疫不全症候群、頸髄損傷及 び 人工呼吸器を使用 し て い る 状 態

ロ　急性増悪そ の他当該利 用 者 の 主 治 の 医師が 一時的 に頻回の 訪 問 看 護 が 必 要 で あ る

と認め る 状 態

※ 看 護 体 制強化加算は 、 医療ニーズの高い 利 用 者 へ の サ ー ビ ス 提 供 体 制 を強化し た 場 合

に算定 し ま す 。

※ 訪 問 体 制強化加算は 、登録者 の 居 宅 に お け る 生 活 を継続す る た め の サ ー ビ ス の 提 供 体

制 を強化し た 場 合 に算定 し ま す 。

※ 総 合マネジメント体 制強化加算は 、 利 用 者 の 状 況 の変化に 応 じ 多 職種共同 で 看 護 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 計 画 を見直し 、 地 域 の病院、診療所 等他の 関 係 施 設 に 対 し て 当 事

業 所 が 提 供 で き る サ ー ビ ス の具体 的 な 内 容 に 関 し て情報 提 供 を 行 っ て い る 場 合 に算定

し ま す 。



※ サ ー ビ ス 提 供 体 制強化加算は 、厚生労働大臣が 定 め る 基準に 適 合 し て い る も の と し て届

け 出 た 事 業 所 が 、 利 用 者 に 対 し て 看 護 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 行 っ た 場 合 に算定 し ま

す 。

※ 介 護 職 員 等特定処遇改善加算及 び 介 護 職 員処遇改善加算は 、 介 護 職 員 等 の処遇を改善す

る た め に賃金改善や資質 の向上等 の 取 り 組 み を 行 う 事 業 所 に認め ら れ る 加算で す 。 介 護

職 員 等特定処遇改善加算及 び 介 護 職 員処遇改善加算は 、区分支給限度基準額の 対象外と

な り ま す 。

※ ( 利 用料に つ い て 、 事 業 者 が 法 定 代 理受領を 行 わ な い 場 合 ）上記 に 係 る 利 用料は 、全

額を い っ たんお 支払い た だ き ま す 。 こ の 場 合 、「サ ー ビ ス 提 供証明 書」を 交付し ま す

の で 、 ｢ 領収書 ｣ を添え て お 住 ま い の 市町村に 居 宅 介 護 サ ー ビ ス費等 の 支給（ 利 用 者

負担額を除く ）申請を 行 っ て く だ さ い 。

⑤ そ の他の費用 に つ い て

　 　以下 の金額は 利 用料の全額が 利 用 者 の負担に な り ま す 。

①  送迎費 看 多 機 す こ や か へ の 送迎は徴収し ま せん

② 交 通費 看 多 機 す こ や か へ の 送迎に 係 る 交 通費は徴収し ま せん。

③食事 の 提 供 に

要 す る費用

朝食　 100 円 / 回

昼食　 150 円 / 回

夕食　 150 円 / 回

③ 宿 泊 に 要 す る

費用
700 円

⑤お む つ 代 実費

⑥そ の他 日 常 生 活 に お い て 通 常 必 要 と な る も の に 係 る費用 で 利 用 者 が

負担す る こ と が 適 用 と認め ら れ る も の 。

・ 利 用 者 の希望に よ っ て 、 身 の回り品と し て 日 常 生 活 に 必 要

な も の

・ 利 用 者 の希望に よ っ て 、教養娯楽と し て 日 常 生 活 に 必 要 な



も の

・受診料等 の 立 て替え払い を し た時の全額

・病院受診の際の 送迎及 び付き添い に 要 す る費用 に つ い て

は 、

30分ま で 1 ． 000 円、以後 30分増すごと に 800 円を徴収し ま

す 。


